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(57)【要約】
　超音波観測装置（３）は、操作者による操作入力に応
じて、超音波振動子にプッシュパルスを送信させるプッ
シュパルス制御部（３７）と、前記操作入力に応じた所
定の期間内における前記超音波振動子の移動量に基づい
て、トラックパルスの送信のパラメータを補正し、前記
操作者が超音波画像内に設定したシアウェーブ検出位置
に向けて、前記超音波振動子に前記トラックパルスを送
信させるトラックパルス制御部（３８）と、を備える。
これにより、プッシュパルス送信後における超音波振動
子の位置ずれによる影響を低減した超音波観測装置（３
）を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者による操作入力に応じて、超音波振動子にプッシュパルスを送信させるプッシュ
パルス制御部と、
　前記操作入力に応じた所定の期間内における前記超音波振動子の移動量に基づいて、ト
ラックパルスの送信のパラメータを補正し、前記操作者が超音波画像内に設定したシアウ
ェーブ検出位置に向けて、前記超音波振動子に前記トラックパルスを送信させるトラック
パルス制御部と、
　を備える超音波観測装置。
【請求項２】
　前記トラックパルス制御部は、前記超音波振動子の移動量が第１の閾値を超える場合、
前記トラックパルスの送信を停止する請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項３】
　当該超音波観測装置に接続された超音波内視鏡が有する前記超音波振動子の振動子特性
に応じて、前記第１の閾値を設定する閾値設定部を備える請求項２に記載の超音波観測装
置。
【請求項４】
　前記プッシュパルス制御部は、前記超音波振動子の移動量が第２の閾値を超える場合、
前記プッシュパルスの送信を停止する請求項１～３のいずれか１つに記載の超音波観測装
置。
【請求項５】
　前記トラックパルスの送信パラメータは、送信遅延量、送信開口素子位置、又は送信重
み付け量の少なくともいずれか１つを含む請求項１～４のいずれか１つに記載の超音波観
測装置。
【請求項６】
　前記第１の閾値は、３つの独立な成分を有する請求項２に記載の超音波観測装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１つに記載の超音波観測装置と、
　被検体に挿入される挿入部の先端に位置し、前記被検体へ超音波を送信し、前記被検体
において反射された超音波を受信する前記超音波振動子を有する超音波内視鏡と、
　を備える超音波観測システム。
【請求項８】
　前記被検体に挿入される挿入部の先端に位置し、任意の３次元座標系において、少なく
とも１次元方向における前記超音波振動子の移動量を計測する計測部を備える請求項７に
記載の超音波観測システム。
【請求項９】
　前記超音波内視鏡は、前記被検体に挿入される挿入部の先端に位置し、前記被検体の体
内を撮像する撮像部を備え、
　前記超音波観測装置は、前記撮像部が撮像した画像を比較することにより、前記超音波
振動子の移動量を算出する移動量算出部を備える請求項７又は８に記載の超音波観測シス
テム。
【請求項１０】
　プッシュパルス制御部が、操作者による操作入力に応じて、超音波振動子にプッシュパ
ルスを送信させ、
　トラックパルス制御部が、前記操作入力に応じた所定の期間における前記超音波振動子
の移動量に基づいて、トラックパルスの送信のパラメータを補正し、前記操作者が超音波
画像内に設定したシアウェーブ検出位置に向けて、前記超音波振動子に前記トラックパル
スを送信させる超音波観測装置の作動方法。
【請求項１１】
　プッシュパルス制御部が、操作者による操作入力に応じて、超音波振動子にプッシュパ
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ルスを送信させ、
　トラックパルス制御部が、前記操作入力に応じた所定の期間における前記超音波振動子
の移動量に基づいて、トラックパルスの送信のパラメータを補正し、前記操作者が超音波
画像内に設定したシアウェーブ検出位置に向けて、前記超音波振動子に前記トラックパル
スを送信させる処理を超音波観測装置に実行させる超音波観測装置の作動プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波観測装置、超音波観測システム、超音波観測装置の作動方法、及び超
音波観測装置の作動プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療分野において、超音波振動子が観測対象である被検体に対して超音波を送受
信して得られた超音波信号に基づいて、超音波画像を生成する超音波観測装置が用いられ
ている。
【０００３】
　超音波観測装置には、超音波画像内に関心領域（ＲＯＩ：Ｒｅｇｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｔ
ｅｒｅｓｔ）を設定し、関心領域にプッシュパルスを送信して剪断波を発生させ、剪断波
の伝搬状況を検出するトラックパルスを送受信し、関心領域内の弾性特性を高精度に計測
するものがある（例えば、特許文献１参照）。この計測方法は、シアウェーブエラストグ
ラフィと呼ばれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１０７３１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、超音波内視鏡を用いたシアウェーブエラストグラフィでは、被検体内に
おいて超音波振動子の位置を固定することができないため、プッシュパルス送信後、トラ
ックパルスを送信するまでの間に超音波振動子の位置がずれて正確な観察ができない場合
がある。
【０００６】
　特許文献１には、Ｂモード画像を用いて超音波振動子の移動量を算出し、算出した移動
量が閾値より大きい場合には、プッシュパルスの送信を停止する技術が開示されている。
しかしながら、プッシュパルスの送信後はＢモード画像を生成することができないため、
この技術では、プッシュパルス送信後の超音波振動子の移動量を算出することができない
。従って、この技術を用いても、プッシュパルス送信後における超音波振動子の位置ずれ
の影響を低減させることはできない。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、プッシュパルス送信後における超音波
振動子の位置ずれによる影響を低減した超音波観測装置、超音波観測システム、超音波観
測装置の作動方法、及び超音波観測装置の作動プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の一態様に係る超音波観測装置
は、操作者による操作入力に応じて、超音波振動子にプッシュパルスを送信させるプッシ
ュパルス制御部と、前記操作入力に応じた所定の期間内における前記超音波振動子の移動
量に基づいて、トラックパルスの送信のパラメータを補正し、前記操作者が超音波画像内
に設定したシアウェーブ検出位置に向けて、前記超音波振動子に前記トラックパルスを送
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信させるトラックパルス制御部と、を備える。
【０００９】
　また、本発明の一態様に係る超音波観測装置は、前記トラックパルス制御部は、前記超
音波振動子の移動量が第１の閾値を超える場合、前記トラックパルスの送信を停止する。
【００１０】
　また、本発明の一態様に係る超音波観測装置は、当該超音波観測装置に接続された超音
波内視鏡が有する前記超音波振動子の振動子特性に応じて、前記第１の閾値を設定する閾
値設定部を備える。
【００１１】
　また、本発明の一態様に係る超音波観測装置は、前記プッシュパルス制御部は、前記超
音波振動子の移動量が第２の閾値を超える場合、前記プッシュパルスの送信を停止する。
【００１２】
　また、本発明の一態様に係る超音波観測装置は、前記トラックパルスの送信パラメータ
は、送信遅延量、送信開口素子位置、又は送信重み付け量の少なくともいずれか１つを含
む。
【００１３】
　また、本発明の一態様に係る超音波観測装置は、前記第１の閾値は、３つの独立な成分
を有する。
【００１４】
　また、本発明の一態様に係る超音波観測システムは、超音波観測装置と、被検体に挿入
される挿入部の先端に位置し、前記被検体へ超音波を送信し、前記被検体において反射さ
れた超音波を受信する前記超音波振動子を有する超音波内視鏡と、を備える。
【００１５】
　また、本発明の一態様に係る超音波観測システムは、前記被検体に挿入される挿入部の
先端に位置し、任意の３次元座標系において、少なくとも１次元方向における前記超音波
振動子の移動量を計測する計測部を備える。
【００１６】
　また、本発明の一態様に係る超音波観測システムは、前記超音波内視鏡は、前記被検体
に挿入される挿入部の先端に位置し、前記被検体の体内を撮像する撮像部を備え、前記超
音波観測装置は、前記撮像部が撮像した画像を比較することにより、前記超音波振動子の
移動量を算出する移動量算出部を備える。
【００１７】
　また、本発明の一態様に係る超音波観測装置の作動方法は、プッシュパルス制御部が、
操作者による操作入力に応じて、超音波振動子にプッシュパルスを送信させ、トラックパ
ルス制御部が、前記操作入力に応じた所定の期間における前記超音波振動子の移動量に基
づいて、トラックパルスの送信のパラメータを補正し、前記操作者が超音波画像内に設定
したシアウェーブ検出位置に向けて、前記超音波振動子に前記トラックパルスを送信させ
る。
【００１８】
　また、本発明の一態様に係る超音波観測装置の作動プログラムは、プッシュパルス制御
部が、操作者による操作入力に応じて、超音波振動子にプッシュパルスを送信させ、トラ
ックパルス制御部が、前記操作入力に応じた所定の期間における前記超音波振動子の移動
量に基づいて、トラックパルスの送信のパラメータを補正し、前記操作者が超音波画像内
に設定したシアウェーブ検出位置に向けて、前記超音波振動子に前記トラックパルスを送
信させる処理を超音波観測装置に実行させる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、プッシュパルス送信後における超音波振動子の位置ずれによる影響を
低減した超音波観測装置、超音波観測システム、超音波観測装置の作動方法、及び超音波
観測装置の作動プログラムを実現することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、実施の形態に係る超音波観測装置を含む超音波観測システム全体の構成
を示すブロック図である。
【図２】図２は、図１に示す超音波観測装置の処理を示すフローチャートである。
【図３】図３は、超音波振動子と観測対象との相対的な位置関係を説明するための図であ
る。
【図４】図４は、トラックパルス送信時の超音波振動子と観測対象との相対的な位置関係
を説明するための図である。
【図５】図５は、トラックパルスの他の補正方法を説明するための図である。
【図６】図６は、実施の形態の変形例１に係る超音波観測装置の処理を示すフローチャー
トである。
【図７】図７は、実施の形態の変形例２に係る超音波観測装置を含む超音波観測システム
全体の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、図面を参照して本発明に係る超音波観測装置、超音波観測システム、超音波観
測装置の作動方法、及び超音波観測装置の作動プログラムの実施の形態を説明する。なお
、これらの実施の形態により本発明が限定されるものではない。シアウェーブエラストグ
ラフィによる観測が可能な超音波観測装置、超音波観測システム、超音波観測装置の作動
方法、及び超音波観測装置の作動プログラム一般に適用することができる。
【００２２】
　また、図面の記載において、同一又は対応する要素には適宜同一の符号を付している。
また、図面は模式的なものであり、各要素の寸法の関係、各要素の比率などは、現実と異
なる場合があることに留意する必要がある。図面の相互間においても、互いの寸法の関係
や比率が異なる部分が含まれている場合がある。
【００２３】
（実施の形態）
　図１は、実施の形態に係る超音波観測装置を含む超音波観測システム全体の構成を示す
ブロック図である。図１に示すように、超音波観測システム１は、観測対象である被検体
へ超音波を送信し、該被検体で反射された超音波を受信する超音波内視鏡２と、超音波内
視鏡２が取得した超音波信号に基づいて超音波画像を生成する超音波観測装置３と、超音
波観測装置３が生成した超音波画像を表示する表示装置４と、を備える。
【００２４】
　超音波内視鏡２は、被検体に挿入される挿入部の先端には、被検体の体内を撮像する撮
像部２１と、超音波を送受信する超音波振動子２２と、超音波振動子２２の移動量を計測
する計測部２３と、が配置されている。
【００２５】
　撮像部２１は、撮像光学系及び撮像素子を有し、被検体の消化管（食道、胃、十二指腸
、大腸）、又は呼吸器（気管、気管支）へ挿入され、消化管、呼吸器やその周囲臓器（膵
臓、胆嚢、胆管、胆道、リンパ節、縦隔臓器、血管等）を撮像することが可能である。ま
た、超音波内視鏡２は、撮像時に被検体へ照射する照明光を導くライトガイドを有する。
このライトガイドは、先端部が超音波内視鏡２の被検体への挿入部の先端まで達している
一方、基端部が照明光を発生する光源装置に接続されている。なお、超音波内視鏡２は、
撮像部を備えていない構成であってもよい。
【００２６】
　超音波振動子２２は、超音波観測装置３から受信した電気的なパルス信号を超音波パル
ス（音響パルス）に変換して被検体へ照射するとともに、被検体で反射された超音波エコ
ーを電圧変化で表現する電気的なエコー信号（超音波信号）に変換して出力する。超音波
振動子２２は、例えばコンベックス型であるが、ラジアル型又はリニア型であってもよい
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。また、超音波内視鏡２は、超音波振動子２２をメカ的に走査させるものであってもよい
し、超音波振動子２２として複数の圧電素子をアレイ状に設け、送受信にかかわる圧電素
子を電子的に切り替えたり、各圧電素子の送受信に遅延をかけたりすることで、電子的に
走査させるものであってもよい。
【００２７】
　計測部２３は、超音波振動子２２の近傍に配置されている加速度センサ、又は角速度セ
ンサを含み、任意の３次元座標系において、少なくとも１次元方向における超音波振動子
２２の移動量を計測する。３次元座標系は、例えば、超音波振動子２２の走査方向（超音
波内視鏡２の挿入部の長手方向）であるアジマス方向、コンベックス型の超音波振動子２
２がアーチ状に膨らんでいる方向である厚み方向、アジマス方向及び厚み方向に直交する
エレベーション方向である。計測部２３は、アジマス方向、厚み方向、及びエレベーショ
ン方向における超音波振動子２２の移動量をそれぞれ計測する。
【００２８】
　超音波観測装置３は、送受信部３１と、信号処理部３２と、画像生成部３３と、閾値設
定部３４と、関心領域設定部３５と、シアウェーブ検出位置設定部３６と、プッシュパル
ス制御部３７と、トラックパルス制御部３８と、表示制御部３９と、制御部４０と、記憶
部４１と、を備える。
【００２９】
　送受信部３１は、超音波内視鏡２の撮像部２１、超音波振動子２２、及び計測部２３と
の間で電気信号の送受信を行う。送受信部３１は、撮像部２１と電気的に接続され、撮像
タイミング等の撮像情報を撮像部２１に送信するとともに、撮像部２１が生成した撮像信
号を受信する。また、送受信部３１は、超音波振動子２２と電気的に接続され、電気的な
パルス信号を超音波振動子２２へ送信するとともに、超音波振動子２２から電気的な受信
信号であるエコー信号を受信する。具体的には、送受信部３１は、予め設定された波形及
び送信タイミングに基づいて電気的なパルス信号を生成し、この生成したパルス信号を超
音波振動子２２へ送信する。また、送受信部３１は、計測部２３と電気的に接続され、超
音波振動子２２の移動量に関する情報を取得する。さらに、送受信部３１は、超音波内視
鏡２から超音波内視鏡２の識別ＩＤ等の情報を取得する。
【００３０】
　送受信部３１は、エコー信号を増幅する。送受信部３１は、受信深度が大きいエコー信
号ほど高い増幅率で増幅するＳＴＣ（Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ　Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）補正を行う。なお、深度とは、超音波画像における各画素の超音波振動子２２からの
距離に相当する。送受信部３１は、増幅後のエコー信号に対してフィルタリング等の処理
を施した後、Ａ／Ｄ変換することによって時間ドメインのデジタル高周波（ＲＦ：Ｒａｄ
ｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）信号（以下、ＲＦデータともいう）を生成して出力する。
【００３１】
　信号処理部３２は、送受信部３１から受信したＲＦデータをもとにデジタルのＢモード
用受信データを生成する。具体的には、信号処理部３２は、ＲＦデータに対してバンドパ
スフィルタ、包絡線検波、対数変換等公知の処理を施し、デジタルのＢモード用受信デー
タを生成する。対数変換では、ＲＦデータを基準電圧で除した量の常用対数をとってデシ
ベル値で表現する。信号処理部３２は、生成したＢモード用受信データを、画像生成部３
３へ出力する。信号処理部３２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）や各種演算回路等を用いて実現される。
【００３２】
　画像生成部３３は、信号処理部３２から受信したＢモード用受信データに基づいて超音
波画像のデータを生成する。超音波画像は、超音波内視鏡２の挿入部の長手方向に直交す
る断面を撮像した断面画像である。画像生成部３３は、Ｂモード用受信データに対してゲ
イン処理、コントラスト処理等の公知の技術を用いた画像処理を行うとともに、表示装置
４における画像の表示レンジに応じて定まるデータステップ幅に応じたデータの間引き等
を行うことによって超音波画像のデータであるＢモード画像データを生成する。Ｂモード
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画像は、色空間としてＲＧＢ表色系を採用した場合の変数であるＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ
（青）の値を一致させたグレースケール画像である。超音波画像において、ＲＧＢの値が
輝度値であり、輝度値が大きい部分は白く、輝度値が小さい部分は黒く表現される。
【００３３】
　画像生成部３３は、信号処理部３２からのＢモード用受信データに対して走査範囲を空
間的に正しく表現できるよう並べ直す座標変換を施した後、Ｂモード用受信データ間の補
間処理を施すことによってＢモード用受信データ間の空隙を埋め、Ｂモード画像データを
生成する。画像生成部３３は、ＣＰＵや各種演算回路等を用いて実現される。
【００３４】
　閾値設定部３４は、超音波観測装置３に接続された超音波内視鏡２が有する超音波振動
子２２の振動子特性に応じて、第１の閾値であるトラックパルス送信閾値を設定する。具
体的には、閾値設定部３４は、超音波内視鏡２の識別ＩＤに紐付けられた超音波振動子２
２の振動子特性を記憶部４１から読み出し、読み出した情報に応じて、トラックパルス送
信閾値を設定する。振動子特性とは、例えば指向角や素子数等である。閾値設定部３４は
、ＣＰＵや各種演算回路等を用いて実現される。
【００３５】
　関心領域設定部３５は、操作者の操作入力に応じて、超音波画像内に関心領域（ＲＯＩ
）を設定する。関心領域設定部３５は、ＣＰＵや各種演算回路等を用いて実現される。
【００３６】
　シアウェーブ検出位置設定部３６は、操作者の操作入力に応じて、関心領域内にシアウ
ェーブ検出位置を設定する。シアウェーブ検出位置は、シアウェーブエラストグラフィに
より操作者が弾性情報を取得しようとする位置である。シアウェーブ検出位置設定部３６
は、ＣＰＵや各種演算回路等を用いて実現される。
【００３７】
　プッシュパルス制御部３７は、操作者による操作入力に応じて、超音波振動子２２にプ
ッシュパルスを送信させる。プッシュパルス制御部３７は、ＣＰＵや各種演算回路等を用
いて実現される。
【００３８】
　トラックパルス制御部３８は、操作入力に応じて定まる所定の期間内における超音波振
動子２２の移動量に基づいて、トラックパルスの送信のパラメータを補正し、超音波振動
子２２にトラックパルスをシアウェーブ検出位置に向けて送信させる。トラックパルス制
御部３８は、ＣＰＵや各種演算回路等を用いて実現される。
【００３９】
　所定の期間の開始時点は、操作者がシアウェーブエラストグラフィの計測を開始する操
作入力行うことにより超音波観測システム１がプッシュパルスを送信した時点であってよ
いが、操作者が操作入力を行った時点であってもよい。所定の期間の終了時点は、プッシ
ュパルスとトラックパルスとの間に設けられる遅延時間に応じて定められる。遅延時間は
、シアウェーブ検出位置に応じて定められる。
【００４０】
　トラックパルスの送信パラメータは、送信遅延量、送信開口素子位置、又は送信重み付
け量の少なくともいずれか１つを含む。送信遅延量は、トラックパルスのプッシュパルス
に対する遅延時間の長さである。送信開口素子位置は、トラックパルスの送信に用いる圧
電素子の位置である。送信重み付け量は、トラックパルスを送信する際の各圧電素子にお
ける超音波パルスの送信強度の重み付けを表す。
【００４１】
　また、トラックパルス制御部３８は、超音波振動子２２の移動量がトラックパルス送信
閾値を超える場合、トラックパルスの送信を停止する。
【００４２】
　表示制御部３９は、撮像部２１が生成した撮像信号に基づく内視鏡画像のデータ、超音
波振動子２２が生成した電気的なエコー信号に対応する超音波画像のデータを表示装置４
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に出力して表示させる。さらに、表示制御部３９は、内視鏡画像のデータ及び超音波画像
のデータに種々の情報を重畳して表示装置４に出力して表示させる。表示制御部３９は、
ＣＰＵや各種演算回路等を用いて実現される。
【００４３】
　制御部４０は、超音波観測システム１全体を制御する。制御部４０は、ＣＰＵや各種演
算回路等を用いて実現される。制御部４０は、記憶部４１が記憶、格納する情報を記憶部
４１から読み出し、超音波観測装置３の作動方法に関連した各種演算処理を実行すること
によって超音波観測装置３を統括して制御する。なお、制御部４０を信号処理部３２、画
像生成部３３、閾値設定部３４、関心領域設定部３５、シアウェーブ検出位置設定部３６
、プッシュパルス制御部３７、トラックパルス制御部３８、表示制御部３９等と共通のＣ
ＰＵ等を用いて構成することも可能である。
【００４４】
　記憶部４１は、超音波観測システム１を処理させるための各種プログラム、及び超音波
観測システム１の処理に必要な各種パラメータ等を含むデータ等を記憶する。記憶部４１
は、例えば、超音波画像の書出し位置（超音波の送信開始位置）の初期位置（音線番号）
を記憶している。
【００４５】
　また、記憶部４１は、超音波観測システム１の作動方法を実行するための作動プログラ
ムを含む各種プログラムを記憶する。作動プログラムは、ハードディスク、フラッシュメ
モリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク等のコンピュータ読み取り
可能な記憶媒体に記憶して広く流通させることも可能である。なお、上述した各種プログ
ラムは、通信ネットワークを介してダウンロードすることによって取得することも可能で
ある。ここでいう通信ネットワークは、例えば既存の公衆回線網、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等によっ
て実現されるものであり、有線、無線を問わない。
【００４６】
　以上の構成を有する記憶部４１は、各種プログラム等が予めインストールされたＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、及び各処理の演算パラメータやデータ等を記憶
するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を用いて実現される。
【００４７】
　表示装置４は、超音波観測装置３に接続されている。表示装置４は、液晶又は有機ＥＬ
（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等からなる表示パネルを用いて構成され
る。表示装置４は、例えば、超音波観測装置３が出力する超音波画像や、操作にかかる各
種情報を表示する。
【００４８】
　次に、超音波観測システム１の処理について詳細に説明する。図２は、図１に示す超音
波観測装置の処理を示すフローチャートである。まず、超音波観測システム１の電源がオ
ンにされると、超音波観測装置３の送受信部３１は、超音波内視鏡２から識別ＩＤを読み
出す。そして、閾値設定部３４は、超音波内視鏡２の識別ＩＤに紐付けられた超音波振動
子２２の振動子特性を記憶部４１から読み出し、読み出した情報に応じて、トラックパル
ス送信閾値を設定する（ステップＳ１）。
【００４９】
　そして、送受信部３１は、超音波振動子２２から超音波信号を受信する（ステップＳ２
）。
【００５０】
　すると、画像生成部３３が超音波信号に基づいて、超音波画像のデータを生成し、表示
制御部３９が超音波画像を表示装置４に表示させる（ステップＳ３）。
【００５１】
　続いて、操作者は、表示装置４に表示されている超音波画像内に関心領域を設定する（
ステップＳ４）。具体的には、操作者の操作入力に応じて、関心領域設定部３５は、超音
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波画像内に関心領域を設定する。図３は、超音波振動子と観測対象との相対的な位置関係
を説明するための図である。図３に示すように、観察対象Ｏに関心領域Ｒが設定される。
【００５２】
　さらに、操作者は、関心領域Ｒ内にシアウェーブ検出位置Ｐを設定する（ステップＳ５
）。具体的には、操作者の指示入力に応じて、シアウェーブ検出位置設定部３６は、関心
領域Ｒ内にシアウェーブ検出位置Ｐを設定する。
【００５３】
　その後、制御部４０は、操作者によりシアウェーブエラストグラフィの計測開始の操作
入力があったか否かを判定する（ステップＳ６）。
【００５４】
　制御部４０が、計測開始の操作入力があったと判定した場合（ステップＳ６：Ｙｅｓ）
、プッシュパルス制御部３７は、プッシュパルスＰＰを送信する（ステップＳ７）。なお
、ここでは、計測開始の操作入力があったと同時にプッシュパルスが送信されるものとし
、この時点が所定の期間の開始時点である。そして、所定の期間の長さは、シアウェーブ
検出位置に応じて定められる。
【００５５】
　すると、記憶部４１は、制御部４０による制御のもと、計測部２３の計測結果に基づい
て、プッシュパルスＰＰ送信からの超音波振動子２２の移動量を記録する（ステップＳ８
）。
【００５６】
　そして、プッシュパルスＰＰ送信から所定の期間が経過すると、制御部４０は、記憶部
４１に記録された超音波振動子２２の移動量を読み出し、所定の期間における超音波振動
子２２の移動量がトラックパルス送信閾値以下であるか否かを判定する（ステップＳ９）
。図４は、トラックパルス送信時の超音波振動子と観測対象との相対的な位置関係を説明
するための図である。図４に示すように、トラックパルス送信時の超音波振動子２２の位
置は、移動量Ｍだけ図３に示すプッシュパルスＰＰ送信時の位置からずれているとする。
移動量Ｍは、例えば超音波振動子２２が３次元的に移動した量の絶対値であり、図４に示
す矢印の長さに相当する。
【００５７】
　制御部４０が、超音波振動子２２の移動量がトラックパルス送信閾値以下であると判定
した場合（ステップＳ９：Ｙｅｓ）、トラックパルス制御部３８は、超音波振動子２２の
移動量Ｍに基づいて、トラックパルスの送信パラメータを設定する（ステップＳ１０）。
超音波振動子２２が移動していない場合、図３に示すように、シアウェーブ検出位置に向
けてトラックパルスＴＰ１を送信すればよい。しかしながら、超音波振動子２２が移動量
Ｍだけ移動している場合、図４に示すように、トラックパルスを送信する角度を変更し、
シアウェーブ検出位置に向けてトラックパルスＴＰ２を送信すると、シアウェーブ検出位
置の弾性情報を正確に計測することができる。すなわち、トラックパルス制御部３８は、
トラックパルスＴＰ２が送信されるように、トラックパルスの送信パラメータを補正する
。
【００５８】
　すると、送受信部３１は、トラックパルス制御部３８の制御のもと、設定した送信パラ
メータでトラックパルスを送受信する（ステップＳ１１）。
【００５９】
　その後、表示制御部３９は、受信した計測結果に基づいて制御部４０が算出したシアウ
ェーブ検出位置の弾性情報を例えば数値で表示装置４に表示させる（ステップＳ１２）。
【００６０】
　ステップＳ６において、制御部４０が、計測開始の操作入力がなかったと判定した場合
（ステップＳ６：Ｎｏ）、超音波観測装置３は、ステップＳ２に戻り処理を繰り返す。
【００６１】
　ステップＳ９において、制御部４０が、超音波振動子２２の移動量Ｍがトラックパルス
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送信閾値を超えたと判定した場合（ステップＳ９：Ｎｏ）、トラックパルス制御部３８は
、トラックパルスの送信を停止する。
【００６２】
　そして、表示制御部３９は、超音波振動子２２の移動量Ｍが大きくトラックパルスを送
信できなかったことを表す警告を表示装置４に表示させ（ステップＳ１３）、超音波観測
装置３は、ステップＳ２に戻り処理を繰り返す。
【００６３】
　以上説明したように、実施の形態によれば、超音波振動子２２の移動量Ｍに基づいて、
トラックパルスの送信パラメータを補正するため、プッシュパルスＰＰ送信後における超
音波振動子２２の移動による影響を低減することができる。さらに、実施の形態によれば
、超音波振動子２２の移動量Ｍが大きすぎて正確な計測が行えない場合には、表示装置４
に警告を表示し、計測をやり直すことができる。
【００６４】
　なお、上述した実施の形態では、トラックパルスを送信する角度を変更する例を説明し
たが、これに限られない。図５は、トラックパルスの他の補正方法を説明するための図で
ある。図５に示すように、トラックパルス制御部３８は、トラックパルスを送信する圧電
素子の位置を補正し、トラックパルスＴＰ１と平行なトラックパルスＴＰ３をシアウェー
ブ検出位置に向けて送信してもよい。
【００６５】
（変形例１）
　変形例１に係る超音波観測装置の構成は、図１に示す超音波観測装置３と同一であって
よいので、説明を省略する。変形例１において、以下で説明する各構成における処理が実
施の形態と異なる。
【００６６】
　閾値設定部３４は、超音波観測装置３に接続された超音波内視鏡２が有する超音波振動
子２２の振動子特性に応じて、第２の閾値であるプッシュパルス送信閾値を設定する。
【００６７】
　プッシュパルス制御部３７は、超音波振動子２２の移動量がプッシュパルス送信閾値を
超える場合、プッシュパルスの送信を停止する。
【００６８】
　図６は、実施の形態の変形例１に係る超音波観測装置の処理を示すフローチャートであ
る。図６に示すように、ステップＳ６において、制御部４０が、計測開始の操作入力があ
ったと判定した場合（ステップＳ６：Ｙｅｓ）、制御部４０は、計測部２３の計測結果に
基づいて、所定の期間における超音波振動子２２の移動量がプッシュパルス送信閾値以下
であるか否かを判定する（ステップＳ２１）。なお、この場合の所定の期間は、操作入力
が行われた時点の超音波振動子２２の移動量を判定可能な長さであればよく、ごく短い期
間であってよい。
【００６９】
　制御部４０が、超音波振動子２２の移動量がプッシュパルス送信閾値以下であると判定
した場合（ステップＳ２１：Ｙｅｓ）、ステップＳ７に進む。
【００７０】
　一方、ステップＳ２１において、制御部４０が、超音波振動子２２の移動量がプッシュ
パルス送信閾値を超えたと判定した場合（ステップＳ２１：Ｎｏ）、プッシュパルス制御
部３７は、プッシュパルスの送信を停止する。
【００７１】
　そして、表示制御部３９は、超音波振動子２２の移動量が大きくプッシュパルスを送信
できなかったことを表す警告を表示装置４に表示させ（ステップＳ２２）、超音波観測装
置３は、ステップＳ２に戻り処理を繰り返す。
【００７２】
　以上説明したように、変形例１によれば、プッシュパルスを送信する時点において、超
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音波振動子２２の移動量が大きすぎて正確な計測が行えない場合には、表示装置４に警告
を表示し、計測をやり直すことができる。
【００７３】
（変形例２）
　図７は、実施の形態の変形例２に係る超音波観測装置を含む超音波観測システム全体の
構成を示すブロック図である。図７に示すように、超音波観測システム１Ａの超音波観測
装置３Ａは、超音波振動子２２の移動量を算出する移動量算出部４２Ａを備える。
【００７４】
　移動量算出部４２Ａは、図２に示すステップＳ９におけるトラックパルスを送信するか
否かの判定において、撮像部２１が撮像した画像（光学画像）を比較することにより、超
音波振動子２２の移動量を算出する。移動量算出部４２Ａは、撮像部２１が撮像した光学
画像において、色味が変わる点を特徴点として抽出し、光学画像間の特徴点の動きから超
音波振動子２２の移動量を算出する。ただし、移動量算出部４２Ａは、他の公知の方法に
よって、光学画像から超音波振動子２２の移動量を算出してもよい。このように、光学画
像から超音波振動子２２を算出する場合、超音波内視鏡２は、計測部２３を有していなく
てもよい。
【００７５】
　また、移動量算出部４２Ａは、図６に示すステップＳ２１におけるプッシュパルスを送
信するか否かの判定において、撮像部２１が撮像した画像（光学画像）を比較することに
より、超音波振動子２２の移動量を算出してもよい。
【００７６】
　また、移動量算出部４２Ａは、図６に示すステップＳ２１におけるプッシュパルスを送
信するか否かの判定において、超音波振動子２２が生成した超音波信号に基づいて生成さ
れる超音波画像を比較することにより、超音波振動子２２の移動量を算出してもよい。プ
ッシュパルスを送信する前であれば、超音波画像を生成することができるため、超音波振
動子２２の移動量の算出に超音波画像を用いてもよい。移動量算出部４２Ａは、超音波画
像において、輝度値が変わる点を特徴点として抽出し、超音波画像間の特徴点の動きから
超音波振動子２２の移動量を算出する。ただし、移動量算出部４２Ａは、他の公知の方法
によって、超音波画像から超音波振動子２２の移動量を算出してもよい。
【００７７】
　以上説明した変形例２のように、超音波振動子２２の移動量を求める際に、計測部を用
いない場合、超音波内視鏡２は、計測部２３を有していなくてもよい。
【００７８】
　なお、上述した実施の形態では、移動量Ｍは、超音波振動子２２が３次元的に移動した
量の絶対値として説明したが、これに限られない。移動量は、アジマス方向、厚み方向、
及びエレベーション方向にそれぞれ独立した値を有するベクトル量として定義してもよい
。この場合、第１の閾値及び第２の閾値は、アジマス方向、厚み方向、及びエレベーショ
ン方向にそれぞれ独立した値を有していてもよい。例えば、コンベックス型の超音波振動
子２２において、超音波を送信する角度により補正が可能なアジマス方向においては、第
１の閾値及び第２の閾値の値が他の方向より大きくてもよい。このように、第１の閾値及
び第２の閾値は、３つの独立な成分を有していてもよい。
【００７９】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発
明のより広範な態様は、以上のように表し、かつ記述した特定の詳細及び代表的な実施の
形態に限定されるものではない。従って、添付のクレーム及びその均等物によって定義さ
れる総括的な発明の概念の精神又は範囲から逸脱することなく、様々な変更が可能である
。
【符号の説明】
【００８０】
　１、１Ａ　超音波観測システム
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　２　超音波内視鏡
　３、３Ａ　超音波観測装置
　４　表示装置
　２１　撮像部
　２２　超音波振動子
　２３　計測部
　３１　送受信部
　３２　信号処理部
　３３　画像生成部
　３４　閾値設定部
　３５　関心領域設定部
　３６　シアウェーブ検出位置設定部
　３７　プッシュパルス制御部
　３８　トラックパルス制御部
　３９　表示制御部
　４０　制御部
　４１　記憶部
　４２Ａ　移動量算出部

【図１】 【図２】



(13) JP WO2020/144745 A1 2020.7.16

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年4月21日(2021.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作入力に応じて、超音波振動子にプッシュパルスを送信させるプッシュパルス制御部
と、
　前記操作入力に応じた所定の期間内における前記超音波振動子の移動量に基づいて、ト
ラックパルスの送信のパラメータを設定し、超音波画像内に設定したシアウェーブ検出位
置に向けて、前記超音波振動子に前記トラックパルスを送信させるトラックパルス制御部
と、
　を備える超音波観測装置。
【請求項２】
　前記トラックパルス制御部は、前記超音波振動子の移動量が第１の閾値を超える場合、
前記トラックパルスの送信を停止する請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項３】
　当該超音波観測装置に接続された超音波内視鏡が有する前記超音波振動子の振動子特性
に応じて、前記第１の閾値を設定する閾値設定部を備える請求項２に記載の超音波観測装
置。
【請求項４】
　前記プッシュパルス制御部は、前記超音波振動子の移動量が第２の閾値を超える場合、
前記プッシュパルスの送信を停止する請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項５】
　前記トラックパルスの送信パラメータは、送信遅延量、送信開口素子位置、又は送信重
み付け量の少なくともいずれか１つを含む請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項６】
　前記第１の閾値は、３つの独立な成分を有する請求項２に記載の超音波観測装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の超音波観測装置と、
　被検体に挿入される挿入部の先端に位置し、前記被検体へ超音波を送信し、前記被検体
において反射された超音波を受信する前記超音波振動子を有する超音波内視鏡と、
　を備える超音波観測システム。
【請求項８】
　前記挿入部の先端に位置し、任意の３次元座標系において、少なくとも１次元方向にお
ける前記超音波振動子の移動量を計測する計測部を備える請求項７に記載の超音波観測シ
ステム。
【請求項９】
　前記超音波内視鏡は、前記挿入部の先端に位置し、前記被検体の体内を撮像する撮像部
を備え、
　前記超音波観測装置は、前記撮像部が撮像した画像を比較することにより、前記超音波
振動子の移動量を算出する移動量算出部を備える請求項７に記載の超音波観測システム。
【請求項１０】
　プッシュパルス制御部が、操作入力に応じて、超音波振動子にプッシュパルスを送信さ
せ、
　トラックパルス制御部が、前記操作入力に応じた所定の期間における前記超音波振動子
の移動量に基づいて、トラックパルスの送信のパラメータを設定し、超音波画像内に設定
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したシアウェーブ検出位置に向けて、前記超音波振動子に前記トラックパルスを送信させ
る超音波観測装置の作動方法。
【請求項１１】
　プッシュパルス制御部が、操作入力に応じて、超音波振動子にプッシュパルスを送信さ
せ、
　トラックパルス制御部が、前記操作入力に応じた所定の期間における前記超音波振動子
の移動量に基づいて、トラックパルスの送信のパラメータを設定し、超音波画像内に設定
したシアウェーブ検出位置に向けて、前記超音波振動子に前記トラックパルスを送信させ
る処理を超音波観測装置に実行させる超音波観測装置の作動プログラム。
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【国際調査報告】
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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